
著作権法改正に関する要望事項

                                               （経済産業省）

要望事項 著作権のライセンス契約におけるライセンシーの保護
の強化（対抗要件具備制度の創設）

要望の趣旨 著作権のライセンス契約におけるライセンサーが倒
産した場合やライセンサーが当該権利を第三者に譲渡
した場合に、ライセンシーの立場を保護するため、第
三者対抗要件具備について著作権法において手当てす
べき

改正条項 条項の新設

改正内容 著作権のライセンス契約について、第三者対抗要件を
具備させる制度の導入

改正を必要とする （１）問題の所在
理由 ライセンス契約の対象になっている著作権が、ライ

センサーから第三者に移転された場合などにおいて、
ライセンシーは権利の譲受人に対して第三者対抗要件
がないと、ライセンスの存在を当然には主張すること
ができない。

一般の消費者は、エンドユーザーとして使用を継続
できれば良いので比較的問題が表面化しにくいかも知
れないが、ビジネスユースにおいては、実務上ライセ
ンシーにとって問題が生じるケースがあると思われ
る。

例えば、次のような事業を行っている場合、著作権
の譲渡に伴い、開発や事業の継続が不可能になり、ラ
イセンシーは重大な問題に直面することが考えられ
る。
①（長期間を要する開発プロジェクトに）代替性のな

いソフトウェアやコンテンツをライセンスを受けて
使用している場合。

②ライセンスを受けて当該ソフトウェア・コンテンツ
を組み込んだ製品を販売している場合。

③ライセンスを受けて当該ソフトウェア・コンテンツ
を複製して頒布又は公衆に送信している場合。

上述の問題を防止するため、実務上は、当該ライセ
ンス契約にライセンシーの事前の同意のない著作権の
処分禁止の規定を設けることもあるが、著作権の財産
権としての側面に注目した場合、立法論としては、譲
渡性に制限を加えることはライセンサーの投下資本の
回収といった観点からは望ましくなく、ライセンシー
の地位の保護とライセンサーの利益の保護とが調和さ



れたアプローチが望ましいと考えられる。
更に、ライセンサーの倒産においても、管財人等と

の関係において、譲渡があった場合と同様の問題を生
じるものと考えられる。また破産時の対応については
法制審議会倒産法部会破産法分科会で議論が行われて
いるが、現在「対抗要件があるもの」については管財
人の契約解除権を制限する、という方向で検討されて
いる。よって、著作権については、著作権法の枠内で
「対抗要件」を規定する必要がある。

また、ライセンス契約でライセンサーによる権利譲
渡の際の、ライセンシーの地位をライセンサーに保証

、 、させた場合であっても 当該権利譲渡先が倒産すれば
同様の問題が生じると考えられる。

更に、倒産しそうになったライセンサーが、当該ラ
イセンス契約の譲渡禁止規定や、ライセンシーの地位
保証規定等に違反して （当座のお金を得るために）、
第三者への権利譲渡を行った後に倒産すると、当該債
務不履行による損害は実質的には補填されないという
問題が生じると考えられる。

（２）法改正の必要性
上述のような問題を解決するために、一定の様式を

備えたライセンス契約が存在すれば、当該ライセンス
契約の対象となっている著作権の譲受人に対する対抗
力を認める方向での改正が必要である。
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